




予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

予
防
接
種
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
ワ
ク
チ
ン
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
ワ
ク
チ
ン
（
遺
伝
子
組
換
え
サ
ル
ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
）
を
加
え
る
こ
と
。

二

予
防
接
種
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
の
報
告
の
対
象
と
な
る
症
状
と
し
て
、
接
種

か
ら
二
十
八
日
以
内
に
確
認
さ
れ
た
血
栓
症
（
血
栓
塞
栓
症
を
含
む
。
）
（
血
小
板
減
少
症
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を

加
え
る
こ
と
。

第
二

予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
改
正

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２
）
ワ
ク
チ
ン
（
遺
伝
子
組
換
え
サ
ル
ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
）
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
後
に
血
栓
症
（
血
栓
塞
栓
症
を
含
む
。
）
（
血
小
板

減
少
症
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
発
症
し
た
こ
と
が
あ
る
者
及
び
毛
細
血
管
漏
出
症
候
群
の
既
往
歴
の
あ
る
こ
と
が
明

KKIWY
テキスト ボックス
別紙１



ら
か
な
者
を
加
え
る
こ
と
。

二

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
の
方
法
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
―
Ｃ
ｏ
Ｖ
―
２

）
ワ
ク
チ
ン
（
遺
伝
子
組
換
え
サ
ル
ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
）
を
二
十
七
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
筋
肉
内
に

注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法
を
加
え
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


